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【震災関連】

＊内閣府男女共同参画局
・東日本大震災への男女共同参画の視点を踏まえた対応について （7月29日）

　http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/siryo/ka39-4.pdf
・男女共同参画の視点からの東日本大震災への対応について（基本問題・影響調査専門調査会提言）（7月29日）

 

　　　http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/siryo/ka39-5.pdf
【子どもへの暴力防止関連】

＊内閣府男女共同参画局
・配偶者の暴力に関するデータ（7月11日）

http://www.gender.go.jp/e-vaw/data/dv_dataH2307.pdf
・配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力が関係する相談件数等の結果について（7月11日）

http://www.gender.go.jp/dv/kensu/pdf/2010soudan.pdf
・「女性に対する暴力」を根絶するための課題と対策　概要 （7月29日）

http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/siryo/ka39-1-3.pdf
・「女性に対する暴力」を根絶するための課題と対策（7月29日）

　http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/siryo/ka39-2-3.pdf
＊厚生労働省
　 ・社会的養護の課題と将来像

児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ（7月15日）
　　・社会的養護の課題と将来像とりまとめ

　　　http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001j8zz-att/2r9852000001j91g.pdf
　　・社会的養護の課題と将来像とりまとめ（概要）
　　http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001j8zz-att/2r9852000001j93c.pdf
・社会的養護の課題と将来像とりまとめ要点
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001j8zz-att/2r9852000001j93r.pdf
・社会的養護の現状について

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001j8zz-att/2r9852000001j940.pdf
・子ども虐待による死亡事例等の検証結果（第７次報告概要）及び児童虐待相談対応件数等（7月20日）
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001jiq1.html
　　＜添付資料＞
 　 ・子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第7次報告）の概要

　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001jiq1-att/2r9852000001jirr.pdf
　　・児童相談所における児童虐待相談対応件数

　　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001jiq1-att/2r9852000001jj3c.pdf
　　・平成22年度において実施された出頭要求等について

    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001jiq1-att/2r9852000001jj3j.pdf
＊警察庁

　・犯罪統計資料（平成23年1月～6月）（7月15日）
　　　http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001033590&cycode=0
＊読売新聞
・県、保健師らを対象に研修（7月24日）静岡県
県は増加し続けている児童虐待に対応しようと、特に深刻な状況を招きやすい乳幼児への虐待を防ぐプロの育成に乗り出した。普段から母親と接する機会の多い保健師や子育て支援センターの職員、家庭児童相談員などを対象に研修を行い、虐待防止の具体的なノウハウを伝えていく考えで、県は１１日から、研修を委託する民間団体の募集を始めた。

　県こども家庭課によると、県内の児童虐待相談の受理件数は年々増加し、昨年度は過去最多の１３８３件（前年度比２７６件増）となった。虐待者は実母が最も多い８６９件で、全体の６割以上を占めている。

　これまで、各市町に勤める保健師が乳児のいる家庭を戸別訪問し、母親の様子を見たり、相談を受けたりする取り組みはあったが、実際の対応は各保健師の経験に頼る部分が大きかった。

　乳幼児を持つ母親は、これまでの生活が一変して子ども中心の生活となり、育児ノイローゼに陥るなど何かしらの問題を抱えていることが多い。それが虐待に発展すると、乳幼児が死亡する危険性が高いという問題もある。今回の事業では、こうした母親の苦境を見抜き、有効な支援対策をとれる人材の育成を目指す。

　多くの専門家から「地域で人間関係を構築するのが苦手なため、子育てで孤独な状況に陥る若い母親が多い」と指摘されているため、「悩める母親」たちの相談相手となる役割も期待されている。

　県では研修を行う民間の団体を募集しており、すでにいくつか問い合わせが来ているという。提出された企画書などを精査した上で委託業者を選定し、各自治体の保健師などを対象に研修会を開く計画だ。研修会は、県内の複数の会場で、来年１月末までに２回以上の開催を見込む。

　同課は「育児不安に陥るのは圧倒的に母親が多い。孤独な母親を支える人材を育て、虐待を減らしたい」としている。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/news/20110723-OYT8T00784.htm
＊朝日新聞
・養護施設の職員増員　児童4人に最低1人配置　厚労省（6月30日）
虐待や親の病気などで家庭にいられない子どもたちが暮らす児童養護施設で、職員の配置が手厚くなる。厚生労働省が３０日、子ども４人に対して最低でも職員１人を置く新しい基準を公表。虐待を受けた子どもの支援を充実させる狙いだが、現場からは「まだ不十分」との声も上がる。 
　児童養護施設の配置基準は、省令で１９７９年から据え置かれている。厚労省はこの日、小学生以上で子ども６人に職員１人という現行基準を、４人に１人に引き上げる目標を検討委員会に示し、了承された。配置増に必要な国費は２００億円と試算。２０１３年度開始の新しい子育て支援制度の中で予算化し、基準を見直す予定だ。 

　児童養護施設数は全国で５８７カ所（４月現在）。かつては親の離婚や借金苦などの家庭事情が多かったが、最近は虐待を避けるための入所も増え、今では約３万人の子どもの半数は虐待を受けた経験がある。障害児も２割を占め、この１０年で倍増した。

http://www.asahi.com/national/update/0630/TKY201106300658.html
・児童虐待対応５万件突破　１０年度１万件増（7月20日）

　２０１０年度中に全国の児童相談所（児相）が対応した児童虐待の件数は５万５１５２件で、初めて５万件を突破した。前年度より１万件以上増え、増加傾向に歯止めがかからない。関心の高まりで通報が増えた影響もある。厚生労働省が２０日に速報値を公表した。 

　虐待件数は、通報を受けて児相が面接などの対応をした事例を集計。東日本大震災の影響で、宮城、福島両県と仙台市はデータを提供できなかった。 

　虐待件数は、この２０年間で５０倍以上に膨れあがった。通報された件数はさらに多くなる。昨年夏には大阪市で児童２人の虐待死事件が発生するなど深刻化も進む。厚労省は、虐待自体が増えていることに加え、事件をきっかけに地域住民らの関心が高まり、通報が増えたことも件数を押し上げた背景にあるとみている。 

· 産経新聞
・職員配置「4人に1人」　児童養護施設　小規模化へ方針（6月30日）

児童虐待を受けるなど親と暮らせない子供を公的に守り育てる「社会的養護」のあり方について、厚生労働省の検討委は３０日、より家庭的な環境で子供を育てるため、現在中心となっている大規模な児童養護施設から、小規模グループホームや里親へ養育拠点を移していく方針を決めた。将来的に施設職員の配置基準を改定する方針も決定。現行は小学生以上の子供６人に対し職員１人となっている基準を「４人に１人」とし、ケアの質を高める。今年中に改定されれば昭和５４年以来３２年ぶりの改定となるが、財源のめどがついていないため、即時の改定はできない見込み。
　厚労省によると、社会的養護を受ける子供は平成２６年度、４万７千人に達すると推定される。近年は虐待を受けた子供や障害児の割合が増えており、２０年は全体の５３％が虐待を経験、２３％が障害児だった。一方、きめ細やかに支援できるとされる里親らと暮らす子供は全体の１割にとどまる。

　検討会は、定員が１００人を超える施設もある児童養護施設の定員を今後は４５人以下に縮小。一方で里親への委託率を３割以上に引き上げるとしている。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/110630/trd11063022550025-n1.htm
・児童虐待相談５万超で２０年連続増　２０年連続過去最多更新（7月20日）
　全国の児童相談所が平成２２年度に対応した虐待相談の件数は５万５１５２件（速報値）で、集計を開始した２年度から２０年連続で増加し、過去最多を更新したことが２０日、厚生労働省のまとめで分かった。厚労省は、「大きな虐待事件の影響で社会の関心が高まり、相談や通報が増えた」とみている。
　今回は東日本大震災で被災した宮城、福島両県と仙台市を除いて集計しており、３自治体を除く数値を前年度と比較すると２８・１％（１万２０９０件）増。都道府県別では大阪府が最も多く７６４６件、次いで神奈川県の７４６６件、東京都の４４５０件と続いた。

　２０年４月施行の改正児童虐待防止法で児童相談所の権限が大幅に強化され、虐待の恐れがある家庭に児童相談所が強制的に立ち入り調査（臨検）もできるようになったが、実施は前年度から１件増の２件にとどまった。うち１件は、持病のある子供を医療機関に受診させないなど、ネグレクト（育児放棄）が疑われたケースで、立ち入り後は受診に児童相談所が同行することになった。

改正法では相談に応じない親に都道府県知事が出す「出頭要求」も出せるようになり、２２年度は５０件（児童数延べ７２人）で、前年度の２１件（同２５人）から倍増。要求に応じず、再び出頭要求したケースも６件（同７人）と前年度の２件（同２人）から大幅に増えた。厚労省は「新制度の活用を呼びかけた効果が出ている」とみている。
　また、２１年度の虐待による死亡事例は、前年度の１０７件（１２８人）から７７件（８８人）へと減少したことが同日、児童虐待を検証する厚労省の専門委員会（座長・才村純関西学院大教授）の分析で分かった。

　うち心中と心中未遂を除く４７件（４９人）で、児童相談所が事前に関わっていたケースが１２件あることも判明。子供４９人のうち身体的虐待は２９人、ネグレクトが１９人、不明が１人だった。

　厚労省は「単年度で見れば死亡例は減少しているが、相談件数は増加しており、虐待そのものも増えているという指摘もある」として、依然厳しい状況にあるとの見方を示している。（２ページ）
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110720/trd11072013190016-n1.htm
· 毎日新聞
・児童虐待：相談５万件超す…昨年度２８％増　厚労省調査（7月20日）
　１０年度に全都道府県と政令市、中核市の児童相談所（児相）が対応した児童虐待の相談件数は５万５１５２件（速報値）で、前年度から２８．１％増え、初めて５万件を超えたことが２０日、厚生労働省の調べで分かった。東日本大震災の影響で宮城県と福島県、仙台市の分は含まれず、３自治体を除いても前年より１万２０９０件多い。厚労省は「虐待そのものが増える一方、大阪市２幼児放置死事件（１０年７月）などの影響で、表面化しにくかったケースが顕在化した」とみている。【野倉恵】

　前年度からの増加率が高かったのは愛知県（１．７８倍）、栃木県（１．６７倍）、大分県（１．６６倍）など。

　一方、虐待の恐れのある家庭に児相が解錠して立ち入ることを可能にした強制立ち入り調査（臨検）は、１０年度も２件、対象児童２人（０９年度１件１人）にとどまった。１件は東京都が実施。住民票を移さずに転居後、持病のある子供の受診や就学手続きをしない保護者に、訪問を繰り返しても接触できなかったケースだった。

　強制立ち入りに先立つ「出頭要求」は５０件７２人と、前年度（２１件２５人）の２倍以上行われた。このうち２８件は応じず、その後も家庭訪問や任意の立ち入り調査にも応じないとして「再出頭要求」に至ったのは６件７人（同２件２人）。

　また、厚労省専門委員会が０９年４月～１０年３月に発生した児童虐待死（心中を含む）７７件８８人の死亡経緯などを検証したところ、児相が関与していたケースは１８件、心中以外で死亡した子供の４割の２０人が０歳児だった。

　また、専門委が０３年７月～１０年３月に生後１カ月未満で虐待死した乳児６９件７７人を分析すると、出生日に死亡した子が６７人。このうち１７人の実母は１９歳以下だったが、３５～３９歳の子も１３人いた。

　◇解説　児童相談所の充実急務

　児童虐待の相談件数が５万件を突破したことは、児童相談所による強制立ち入り調査導入（０７年）や民法の親権見直しなど法制度の導入だけでなく、ますますマンパワーが必要なことを示している。

　虐待対応件数は１０年度までの１１年間で４．７倍になる一方、児童福祉司の増加は２．１倍どまり。おおむね「人口５万～８万人に１人」の児童福祉司の配置基準見直しも厳しいとされる。国と地方の財政難が背景にあるためだ。

　昨夏の総務省調査では、児童福祉司の６割が虐待対応の負担を「非常に大きい」と感じ、受け持つ件数の多さを理由に挙げた。一方、小中学校では、児童虐待の通報時や、その後の児相と市区町村の対応について、３割が「児相は、通報後の親子関係の見守りを学校に任せきり」など「不十分」と感じていた。関係機関の連携のなさから最悪の事態に至ったケースは少なくない。

　また、児相や市区町村は「担当職員の人材や組織力に大きな差がある」（首都圏の児相所長）とされる。児童福祉司は大学の専攻次第で一般行政職でも就け、２～３年での異動も多い。全国の児相のうち福祉司全員が専門職なのは２割程度と「ノウハウが蓄積されにくい」と指摘されてきた。虐待対応は親から引き離して子を保護すると共に親も支援する専門性の高い仕事。臨機応変に対処するための人材養成は待ったなしの課題だ。【野倉恵】

http://mainichi.jp/life/edu/news/20110720k0000e040066000c.html
・社説：児童虐待５万件　子育て環境の改善を（7月21日）
　児童虐待というと殴るなどの暴力が想起されるかもしれないが、もとの英語表記「ｃｈｉｌｄ　ａｂｕｓｅ」は親権の乱用・誤用（ａｂｕｓｅ）を意味する。親は幼い子を保護する権限と責務がある。その権限を逸脱して子どもを傷つけることが児童虐待だ。

　１０年度に全国の児童相談所が受けた虐待の相談件数は５万５１５２件（速報値）に上った。東日本大震災の影響で宮城県と福島県、仙台市を除いた件数だが初めて５万件を超えた。前年度比では２８・１％増だ。

　児童虐待防止法が成立した００年度の相談件数は１万７７２５件。この１０年で約３倍に増えたことになる。すべての国民に通報義務を課した同法が施行され、潜在的な虐待が表に出るようになったと指摘される。ここ数年は前年比増加率が１けたにとどまるなど鈍化傾向にあり、潜在群も含めた全体像が見えてきたとも言われていただけに衝撃は大きい。

　最近の傾向として発見しにくいネグレクト（育児放棄）や精神的虐待の相談が増えていることが挙げられる。近隣住民や病院、学校などの関係機関の意識が高くなり通告へとつながったケースも多い。今回の１０年度速報値は虐待類型の分析が行われていないが、大阪で幼い姉弟がマンションの一室に何日も放置されて死亡した事件（１０年７月）の影響で、ネグレクトに対する一般住民の感度の高まりが背景にあるのではないかとも言われる。精神的な傷が深く長期的ケアが必要とされるネグレクトへの対策の強化が求められる。

　一方、虐待そのものが増えているとの見方もある。虐待を生む主な要素は（１）貧困（２）孤立（３）親の未成熟－－と言われるが、若年層の失業や経済的困窮は相変わらずで、家族や地域の結びつきも弱くなっている。１世帯の平均人数は現在２・４６人だ。親の未成熟は時代を問わず指摘されてきたが、その親を支える人も親代わりになる人もいないというのが今日的状況なのである。

　課題は山積している。急増する相談件数に対する児童福祉司のあまりの不足。児童相談所に強制介入などの権限も集中させたため本来の福祉的な動きが取りにくくなっているという矛盾。制度面の不備や現場職員のスキルの低下も深刻だ。

　起きている虐待への事後的対応だけでなく、虐待を生まないための子育て環境の改善にも目を向けるべきだ。ただでさえ子育てが難しい時代である。未成熟な親を責めるだけでなく、地域ぐるみで子育てを早期から支援する施策がもっと必要だ。初めからわが子を傷つけたい親はいないはずだ。その原点を忘れてはならない。

http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/archive/news/20110721ddm005070121000c.html
・児童虐待：迅速対応へ　医師、弁護士ら専門家がテレビ会議　全国初、県が導入　／広島（7月23日）
　児童虐待への対応を迅速化するため、県は今月、医師や弁護士ら専門家がインターネットを使ってテレビ会議を開き、虐待の有無や重症度について意見を述べ合うシステムを導入した。県によると、児童虐待対応を巡るテレビ会議システムは全国初という。【星大樹】

　福山市のアパートで昨年８月、当時２歳の女児が両親から虐待を受け、死亡したとされる事件を受けて、児童相談所の対応などを検証した委員会の提言に基づき導入した。県は１１年度当初予算に関連費約２１００万円を計上していた。

　県内３カ所のこども家庭センターと県こども家庭課、児童虐待問題に詳しい弁護士の事務所３カ所（広島市１、福山市２）、広島大医学部の法医学教官室にパソコンを設置。対応が必要な事案が生じたとき、児童福祉司と弁護士、医師の三者が児童の写真などを見ながら話し合い、一時保護など迅速な判断につなげる狙い。これまでは医師や弁護士が多忙なため、個別のやり取りだけで、三者が一堂に会することができなかった。医師や弁護士は端末を持つことで、出張先などでも会議に参加できる。

　県こども家庭課は「時間と場所を選ばず会議ができる。虐待の判断や対応を迅速化できる」と期待している。

　また県は今年度から、同センターに児童虐待防止支援員を置くなど、虐待の予防や早期発見への取り組みを強化している。

http://mainichi.jp/area/hiroshima/news/20110723ddlk34040419000c.html
・救え幼い命：１１年・夏／１　孤立させない街に（7月31日）
　◇交流の集いに７０人　異例の２４時間保育

　「家の外に放置されていたら、私が連れて帰ってあげられたのにね……」。大阪市西区で昨年７月、羽木（はぎ）桜子ちゃん（当時３歳）、楓（かえで）ちゃん（同１歳９カ月）姉弟が育児放棄の末、ワンルームマンションの一室で死亡した事件。５００メートルほど離れた場所に住む松枝（まつえだ）克子さん（６６）は今月中旬、現場で２人の冥福を祈った。

　元保育士で大の世話好き。地元で喫茶店を経営しながら、女手一つで２人の子を育てた。約３５年間住んでいる賃貸マンションでは、けんかの声が聞こえれば仲裁し、親とぎくしゃくしている子供は自宅に招いて食事を振る舞う。まるで「長屋」のよう。入居３５世帯の全員と顔見知りで、大家から各戸の鍵を預かるまでになった。

　「こんな事件を防ぐことができない街になったのかと思うと、すごくショックだった」と松枝さん。大阪市中心部に近い西区は急速にマンション開発が進み、人口は最近１０年間で３割（約２万人）も増えており、住民同士のつながりは薄れつつある。

　松枝さんは事件後、区内の知人らに呼びかけて「幼児虐待事件を考える集い」を主催。昨年１０月の初会合では約７０人が「背景に孤立や貧困があるのでは」「自分から相談に行かない親の支援が課題」などと語り合い、その後も情報交換を続けている。「近所の子供に『おはよう』って声を掛けるだけでも虐待防止につながるはず。自分の足元で問題が起きていないかキャッチする意識を地域で高めたい」と力を込める。

　　　　　◆

　「行き場がなくて困っているお母さんの最後のとりでになれないか」。西区と隣接する福島区の認可外保育施設「保育ランドおあふ」の延命寺（えんめいじ）昭典園長（３３）は事件後、午後１０時までだった保育を２４時間に延長した。放置死事件で殺人罪に問われたシングルマザーの風俗店員、下村早苗被告（２４）が子供を保育施設に預けていなかったことを知った。「他にも困っている母親がいるかも」。居ても立っても居られなくなり、区内では異例の２４時間保育に踏み切った。

　大阪の繁華街・北新地の飲食店でつくる組合の回覧板にチラシを挟んでもらい、徐々に深夜預ける母親が増えている。月に１回ほど、未明まで１歳の子を預ける母親は、いつも疲れた様子で目もうつろ。延命寺さんは親子の生活を気に掛けつつ、「預けたり頼ったりできる人がいない時に役に立っている」と手応えを感じている。

　行政からの補助はなく、経営は厳しい。夜に配置する職員を確保できず、自ら連日深夜の勤務に入る。だが延命寺さんは「誰かのセーフティーネットになっているかもしれず、やめるつもりはない。子育てを母親一人に抱え込ませるのではなく、社会がもっと多様な保育サービスを考えるべきだ」と訴える。

　　　　　◆

　昨年７月３０日に発覚した２幼児放置死事件から１年。各地で虐待に対する意識が高まり、児童相談所職員が増強されるなど態勢整備も進む。一方で全国の児相が対応した児童虐待の相談件数は昨年度初めて５万件を超えた。各地の虐待防止の取り組みや課題を追った。

http://mainichi.jp/select/jiken/sukueinoti/news/20110731ddn041040013000c.html
PAGE  
1

